
※　◎は相談窓口、●は健康福祉局障害計画課が行うことを表しています。

※　点線は必要に応じて行うことを表しています。

障害者差別解消に関する相談対応の流れ

【民間事業者に関する相談】

障害者 内閣府窓口、他都市等

1.◎（相談窓口）相談受付

2.◎情報の整理・共有・相談

3.◎事実確認

4.◎事案の評価・分析、対応方針の検討

5.◎対応の実施
（相手方への伝達、説明、相談者と相手方との調整等）

相談者が相手方との調整を

希望する場合

7.●主務大臣・地方公共団体の長に報告・協力を依頼

6.●都道府県に連携・協力を依頼

8.主務大臣等による行政措置

（報告徴収、助言、指導、勧告）

9.事業者による対応、丁寧な説明等／建設的対話・相互理解

10.終結 ・11.◎事例報告

相談者が相手方への伝達

のみを希望する場合

その場で完結する場合（相談窓口等

の職員に話を聞いてほしい等）

【事業者が対応を拒否する場合】


